
          

「廃棄物エコ手形制度」を用いた不法投棄廃棄物の 

撤去・処分協力事業者に感謝状を贈呈します。 

【概 要】 

令和５年２月２日(木)に、「廃棄物エコ手形制度」※を活用して、（一社）兵庫県産業資源循

環協会東播支部、産業廃棄物処理業者、地元住民及び行政が一体となり、加古川市志方町で

不法投棄廃棄物を撤去しました。 

※【廃棄物エコ手形制度】管理者不在の民有地等に不法投棄又は不適正処理され、地域の生活 

環境を悪化させている廃棄物を、廃棄物処理業者と地元住民及び行政が協働して撤去・処分

し、併せて再発防止策を講じる制度 

ついては、ボランティアで廃棄物の撤去・処分にご協力いただいた事業者に対して、下記

により東播磨県民局長から感謝状を贈呈します。 

記 

１ 日 時  令和５年３月９日（木）10:00から 

２ 場 所  兵庫県加古川総合庁舎２階Ａ・Ｂ・Ｃ会議室 

３ 被贈呈者 

 ⑴ 一般社団法人兵庫県産業資源循環協会東播支部 

 ⑵ 廃棄物の撤去・運搬・処分にご協力いただいた９社 

①㈱アルファ、②㈱岡田商事、③オメガオイル㈱、④加古川リサイクル㈲、⑤金澤産業㈱、 

⑥大栄環境㈱、⑦㈱ダイセキ関西事業所、⑧三輪運輸工業㈱、⑨㈱ライトサービス 

４ 贈呈者 

  兵庫県東播磨県民局長 小川 佳宏 

５ 参 考 

【廃棄物撤去日（2/2）の状況】（写真は別紙のとおり） 

撤去作業者：計 32名（廃棄物処理業者の従業員、地元自治会役員及び行政職員） 

撤去量・処分先：廃プラスチック類、金属くず：４m3･･･㈱アルファ 

          がれき類（コンクリート殻）：0.25t･･･加古川リサイクル㈲ 
          ガラスくず及び陶磁器くず：0.18t･･･㈱岡田商事 

一般廃棄物（可燃物 0.27t、不燃物 0.21t）･･･エコクリーンピアはりま 
    再発防止策：不法投棄防止看板の設置 

地元自治会と県民局が「不法投棄等の情報提供に関する協定」を締結 
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不法投棄廃棄物撤去日（2/2）の様子          （別紙） 
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再発防止策（看板設置）     閉会あいさつ           

 

再発防止策（看板設置）            処理場で適正処理 


